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○栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第７号                                        

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則                      

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則（昭和54年栃木県規則第48号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

栃木県ライフル射撃場設置及び管理条例施行

規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県ライフル射撃場設置及

び管理条例    （昭和54年栃木県条例第３

号。以下「条例」という。）に基づき、栃木県ラ

イフル射撃場（以下「射撃場」という。）の管理

運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用許可の申請等） 

第３条 条例第２条第１項の規定により同項に規定

する有料施設等（以下「有料施設等」という。）

を利用しようとする者（次条の規定により専用し

て利用しようとする者を除く。）は、栃木県ライ

フル射撃場利用許可申請書（別記様式第１号）を

指定管理者に提出し、利用料金を支払い、栃木県

ライフル射撃場利用券（別記様式第２号）の交付

を受けなければならない。 

２ 前項において許可された時間を超えて有料施設

等を利用しようとする者は、栃木県ライフル射撃

場超過利用許可申請書（別記様式第３号）を指定

管理者に提出し、利用料金を支払い、栃木県ライ

フル射撃場超過利用券（別記様式第４号）の交付

を受けなければならない。 

 

（附属設備の利用料金の基準額） 

第６条の２ 条例別表２附属設備の利用料金の基準

額の部に規定する規則で定める附属設備及び規則

で定める額は、別表のとおりとする。 

 

（専用利用の場合の利用料金の支払） 

第７条 専用利用の場合の利用料金は、第４条第３

項の通知書を受理後指定管理者が定める期限 ま

でに支払わなければならない。 

 

 

 

   栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料

条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県ライフル射撃場設置、

管理及び使用料条例（昭和54年栃木県条例第３

号。以下「条例」という。）に基づき、栃木県ラ

イフル射撃場（以下「射撃場」という。）の管理

運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用許可の申請等） 

第３条 条例第２条第１項の規定により同項に規定

する有料施設等（以下「有料施設等」という。）

を利用しようとする者（次条の規定により専用し

て利用しようとする者を除く。）は、栃木県ライ

フル射撃場利用許可申請書（別記様式第１号）を

指定管理者に提出し、使用料を納入し 、栃木県

ライフル射撃場利用券（別記様式第２号）の交付

を受けなければならない。 

２ 前項において許可された時間を超えて有料施設

等を利用しようとする者は、栃木県ライフル射撃

場超過利用許可申請書（別記様式第３号）を指定

管理者に提出し、使用料を納入し 、栃木県ライ

フル射撃場超過利用券（別記様式第４号）の交付

を受けなければならない。 

 

（附属設備の使用料） 

第６条の２ 条例別表２附属設備使用料の部あ  

あああに規定する規則で定める附属設備及び規則

で定める額は、別表のとおりとする。 

 

（専用利用の場合の使用料の納入） 

第７条 専用利用の場合の使用料 は、第４条第３

項の通知書を受理後知事   が定める納期限ま

でに納入しなければならない。 

 

（使用料の減免申請） 

第８条 条例第６条の規定により使用料の減免を受



（2） 号外第25号令和６（2024）年３月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

 

○栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第７号                                        

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則                      

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則（昭和54年栃木県規則第48号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

栃木県ライフル射撃場設置及び管理条例施行

規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県ライフル射撃場設置及

び管理条例    （昭和54年栃木県条例第３

号。以下「条例」という。）に基づき、栃木県ラ

イフル射撃場（以下「射撃場」という。）の管理

運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用許可の申請等） 

第３条 条例第２条第１項の規定により同項に規定

する有料施設等（以下「有料施設等」という。）

を利用しようとする者（次条の規定により専用し

て利用しようとする者を除く。）は、栃木県ライ

フル射撃場利用許可申請書（別記様式第１号）を

指定管理者に提出し、利用料金を支払い、栃木県

ライフル射撃場利用券（別記様式第２号）の交付

を受けなければならない。 

２ 前項において許可された時間を超えて有料施設

等を利用しようとする者は、栃木県ライフル射撃

場超過利用許可申請書（別記様式第３号）を指定

管理者に提出し、利用料金を支払い、栃木県ライ

フル射撃場超過利用券（別記様式第４号）の交付

を受けなければならない。 

 

（附属設備の利用料金の基準額） 

第６条の２ 条例別表２附属設備の利用料金の基準

額の部に規定する規則で定める附属設備及び規則

で定める額は、別表のとおりとする。 

 

（専用利用の場合の利用料金の支払） 

第７条 専用利用の場合の利用料金は、第４条第３

項の通知書を受理後指定管理者が定める期限 ま

でに支払わなければならない。 

 

 

 

   栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料

条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県ライフル射撃場設置、

管理及び使用料条例（昭和54年栃木県条例第３

号。以下「条例」という。）に基づき、栃木県ラ

イフル射撃場（以下「射撃場」という。）の管理

運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用許可の申請等） 

第３条 条例第２条第１項の規定により同項に規定

する有料施設等（以下「有料施設等」という。）

を利用しようとする者（次条の規定により専用し

て利用しようとする者を除く。）は、栃木県ライ

フル射撃場利用許可申請書（別記様式第１号）を

指定管理者に提出し、使用料を納入し 、栃木県

ライフル射撃場利用券（別記様式第２号）の交付

を受けなければならない。 

２ 前項において許可された時間を超えて有料施設

等を利用しようとする者は、栃木県ライフル射撃

場超過利用許可申請書（別記様式第３号）を指定

管理者に提出し、使用料を納入し 、栃木県ライ

フル射撃場超過利用券（別記様式第４号）の交付

を受けなければならない。 

 

（附属設備の使用料） 

第６条の２ 条例別表２附属設備使用料の部あ  

あああに規定する規則で定める附属設備及び規則

で定める額は、別表のとおりとする。 

 

（専用利用の場合の使用料の納入） 

第７条 専用利用の場合の使用料 は、第４条第３

項の通知書を受理後知事   が定める納期限ま

でに納入しなければならない。 

 

（使用料の減免申請） 

第８条 条例第６条の規定により使用料の減免を受

 

別記様式第１号中「｜※使    用    料｜」を「｜※利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第２号中「｜使 用 料｜」を「｜利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第３号中「｜※使    用    料｜」を「｜※利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第４号中「｜使 用 料｜」を「｜利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第６号中「｜使  用  料｜」を「｜利 用 料 金｜」に、「｜納 付 期 限｜」を 

「｜支 払 期 限｜」に改める。 

別記様式第９号及び別記様式第10号を削る。 

  附 則                                           

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

２ この規則の施行前に改正前の栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製

された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用すること

ができる。

 

 

 

 

 

 

第８条・第９条 略 

 

第10条 略 

 

第11条 略 

 

 

 

 

 

 

 

（利用料金の公告） 

第12条 知事は、条例第５条第２項後段の承認をし

たときは、当該承認に係る利用料金を公告するも

のとする。 

 

第13条・第14条 略 

 

別表（第６条の２関係） 

名 称 区 分 基 準 額 

略 

 備考 略 

けようとする者は、栃木県ライフル射撃場使用料

減免申請書（別記様式第９号）を知事に提出しな

ければならない。ただし、知事がその必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

 

第９条・第10条 略 

 

第10条の２ 略 

 

第10条の３ 略 

 

（使用料の還付請求） 

第11条 条例第５条第３項ただし書の規定により使

用料の還付を受けようとする者は、栃木県ライフ

ル射撃場使用料還付請求書（別記様式第10号）を

知事に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

第12条・第13条 略 

 

別表（第６条の２関係） 

名 称 区 分 使 用 料 

略 

備考 略 
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別記様式第１号中「｜※使    用    料｜」を「｜※利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第２号中「｜使 用 料｜」を「｜利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第３号中「｜※使    用    料｜」を「｜※利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第４号中「｜使 用 料｜」を「｜利  用  料  金｜」に改める。 

別記様式第６号中「｜使  用  料｜」を「｜利 用 料 金｜」に、「｜納 付 期 限｜」を 

「｜支 払 期 限｜」に改める。 

別記様式第９号及び別記様式第10号を削る。 

  附 則                                           

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

２ この規則の施行前に改正前の栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製

された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用すること

ができる。

 

 

 

 

 

 

第８条・第９条 略 

 

第10条 略 

 

第11条 略 

 

 

 

 

 

 

 

（利用料金の公告） 

第12条 知事は、条例第５条第２項後段の承認をし

たときは、当該承認に係る利用料金を公告するも

のとする。 

 

第13条・第14条 略 

 

別表（第６条の２関係） 

名 称 区 分 基 準 額 

略 

 備考 略 

けようとする者は、栃木県ライフル射撃場使用料

減免申請書（別記様式第９号）を知事に提出しな

ければならない。ただし、知事がその必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

 

第９条・第10条 略 

 

第10条の２ 略 

 

第10条の３ 略 

 

（使用料の還付請求） 

第11条 条例第５条第３項ただし書の規定により使

用料の還付を受けようとする者は、栃木県ライフ

ル射撃場使用料還付請求書（別記様式第10号）を

知事に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

第12条・第13条 略 

 

別表（第６条の２関係） 

名 称 区 分 使 用 料 

略 

備考 略 

 

○栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第８号                                        

栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則                      

栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則（平成５年栃木県規則第13号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

栃木県体育施設設置及び管理条例施行規則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県体育施設設置及び管理

条例    （平成５年栃木県条例第４号。以下

「条例」という。）に基づき、栃木県体育施設 

（以下「体育施設」という。）の管理に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（利用券の交付） 

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第10条第１項の規定によ

り利用料金を指定管理者に支払い、利用券の交付

を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施

行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県体育施設設置、管理及

び使用料条例（平成５年栃木県条例第４号。以下

「条例」という。）に基づき、栃木県体育施設 

（以下「体育施設」という。）の管理に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（利用券の交付） 

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第13条第１項の規定によ

り利用料金を指定管理者に支払い、利用券の交付

を受けなければならない。 

 

第12条 削除 

 

（附属施設及び器具の使用料） 

第13条 条例別表３栃木県グリーンスタジアム使用

料の部に規定する附属設備及び器具の使用料は、

別表第３のとおりとする。 

 

（使用料の納付） 

第14条 栃木県グリーンスタジアムの許可利用者

は、第５条第３項の利用許可書又は第６条第２項

の利用変更許可書の交付を受けたときは、知事が

定める納期限までに使用料を納付しなければなら

ない。 

 

（使用料の免除） 

第15条 条例第11条の規定により使用料の免除を受

けようとする者は、使用料免除申請書（別記様式

第６号）を知事に提出しなければならない。ただ

し、知事がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

 

（使用料の還付） 
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○栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第８号                                        

栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則                      

栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則（平成５年栃木県規則第13号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

栃木県体育施設設置及び管理条例施行規則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県体育施設設置及び管理

条例    （平成５年栃木県条例第４号。以下

「条例」という。）に基づき、栃木県体育施設 

（以下「体育施設」という。）の管理に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（利用券の交付） 

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第10条第１項の規定によ

り利用料金を指定管理者に支払い、利用券の交付

を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施

行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県体育施設設置、管理及

び使用料条例（平成５年栃木県条例第４号。以下

「条例」という。）に基づき、栃木県体育施設 

（以下「体育施設」という。）の管理に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（利用券の交付） 

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第13条第１項の規定によ

り利用料金を指定管理者に支払い、利用券の交付

を受けなければならない。 

 

第12条 削除 

 

（附属施設及び器具の使用料） 

第13条 条例別表３栃木県グリーンスタジアム使用

料の部に規定する附属設備及び器具の使用料は、

別表第３のとおりとする。 

 

（使用料の納付） 

第14条 栃木県グリーンスタジアムの許可利用者

は、第５条第３項の利用許可書又は第６条第２項

の利用変更許可書の交付を受けたときは、知事が

定める納期限までに使用料を納付しなければなら

ない。 

 

（使用料の免除） 

第15条 条例第11条の規定により使用料の免除を受

けようとする者は、使用料免除申請書（別記様式

第６号）を知事に提出しなければならない。ただ

し、知事がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

 

（使用料の還付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附属設備及び器具の利用料金の基準額） 

第12条   条例別表に規定する附属設備及び器具

の利用料金の基準額は、別表第３のとおりとす

る。 

 

（利用料金の公告） 

第13条   知事は、条例第10条第２項後段の承認

をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告す

るものとする。 

 

第14条・第15条 略 

 

別表第３（第13条関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 使用料 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

                        

 

別表第３（第12条関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 基準額 

栃木県

立日光

霧降ア

略 略 略 

第16条 条例第12条ただし書の規定により知事が還

付することができる使用料の額は、次に掲げる場

合に応じ当該各号に定める額とする。 

 (1) 利用者の責めによらない理由により体育施設

の利用ができなくなった場合 既に納付した使

用料の全額 

 (2) 利用日の７日前までに第６条第３項の利用取

消届出書の提出があった場合 既に納付した使

用料の５割に相当する額 

２ 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付

を受けようとする者は、使用料還付請求書（別記

様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

（附属設備及び器具の利用料金の基準額） 

第16条の２ 条例別表に規定する附属設備及び器具

の利用料金の基準額は、別表第４のとおりとす

る。 

 

（利用料金の公告） 

第16条の３ 知事は、条例第13条第２項後段の承認

をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告す

るものとする。 

 

第17条・第18条 略 

 

別表第３（第13条関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 使用料 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

                        

 

別表第４（第16条の２関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 基準額 

栃木県

立日光

霧降ア

略 略 略 



（5）号外第25号栃 木 県 公 報令和６（2024）年３月29日　金曜日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附属設備及び器具の利用料金の基準額） 

第12条   条例別表に規定する附属設備及び器具

の利用料金の基準額は、別表第３のとおりとす

る。 

 

（利用料金の公告） 

第13条   知事は、条例第10条第２項後段の承認

をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告す

るものとする。 

 

第14条・第15条 略 

 

別表第３（第13条関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 使用料 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

                        

 

別表第３（第12条関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 基準額 

栃木県

立日光

霧降ア

略 略 略 

第16条 条例第12条ただし書の規定により知事が還

付することができる使用料の額は、次に掲げる場

合に応じ当該各号に定める額とする。 

 (1) 利用者の責めによらない理由により体育施設

の利用ができなくなった場合 既に納付した使

用料の全額 

 (2) 利用日の７日前までに第６条第３項の利用取

消届出書の提出があった場合 既に納付した使

用料の５割に相当する額 

２ 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付

を受けようとする者は、使用料還付請求書（別記

様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

（附属設備及び器具の利用料金の基準額） 

第16条の２ 条例別表に規定する附属設備及び器具

の利用料金の基準額は、別表第４のとおりとす

る。 

 

（利用料金の公告） 

第16条の３ 知事は、条例第13条第２項後段の承認

をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告す

るものとする。 

 

第17条・第18条 略 

 

別表第３（第13条関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 使用料 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

                        

 

別表第４（第16条の２関係） 

体 育 

施設名 

附 属 設 備 

及 び 器 具 名 
使用単位 基準額 

栃木県

立日光

霧降ア

略 略 略 

 

別記様式第２号（その１）中「栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及び栃木県体育施設設置、管理及

び使用料条例施行規則」を「栃木県体育施設設置及び管理条例及び栃木県体育施設設置及び管理条例施行規則」

に改め、同様式（その２）中「｜使 用 料｜」を「｜利  用  料  金｜」に、 

「｜納付期限｜」を「｜支払期限｜」に、「栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及び栃木県体育施設設

置、管理及び使用料条例施行規則」を「栃木県体育施設設置及び管理条例及び栃木県体育施設設置及び管理条

例施行規則」に改め、同様式（その３）から（その８）までの規定中「栃木県体育施設設置、管理及び使用料

条例及び栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則」を「栃木県体育施設設置及び管理条例及び栃木

県体育施設設置及び管理条例施行規則」に改める。 

別記様式第４号中「変更後の使用料（利用料金）」を「変更後の利用料金」に、「変更前の使用料（利用料

金）」を「変更前の利用料金」に、「この許可により納付すべき使用料（支払うべき利用料金）」を「この許

可により支払うべき利用料金」に、「納付（支払）期限」を「支払期限」に改める。 

別記様式第６号及び別記様式第７号を削る。 

  附 則                                           

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

２ この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された

諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができ

る。

  （スポーツ振興課）                               

イスア

リーナ 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

略 

備考 略 

イスア

リーナ 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

略 

備考 略 

 

○とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則等の一部改正

栃木県規則第９号                                        

とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則等の一部を改正する規則                      

（とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則の一部改正） 

第１条 とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則（平成７年栃木県規則第63号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

（一時保護等の申請） 

第２条 困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律（令和４年法律第52号）第２条に規定する困

難な問題を抱える女性（以下「困難な問題を抱え

る女性」という。）の一時保護又は配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成13年法律第31号）第１条第２項に規定する被害

者若しくは同法第28条の２に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者（以下「被害者」とい

う。）の一時保護は、北館の一時保護施設（以下

「一時保護施設」という。）において行うものと

し、これらの一時保護については、困難な問題を

抱える女性又は被害者（以下「困難な問題を抱え

る女性等」という。）の申請により行う。 

２ 困難な問題を抱える女性の自立支援又は被害者

の保護は、北館の女性自立支援施設（以下「女性

自立支援施設」という。）において行うものと

し、当該自立支援又は保護については、困難な問

題を抱える女性等の申請により行う。 

３ 第１項の一時保護及び前項の自立支援又は保護

（以下「一時保護等」という。）を受けようとす

る困難な問題を抱える女性等は、一時保護施設又

は女性自立支援施設（以下「一時保護施設等」と

いう。）への入所について、一時保護（自立支

援・保護）申請書（別記様式第１号）を知事に提

出し、一時保護等の決定を受けなければならな

い。ただし、緊急を要する場合にあっては、この

限りでない。 

４ 知事は、前項の申請書の提出があった場合にお

いて、一時保護施設等への入所を決定したとき

は、同項の申請者に一時保護（自立支援・保護）

決定通知書（別記様式第２号）を交付するものと

する。 

 

（入所定員及び入所期間） 

第２条の２ 一時保護施設等の入所定員及び入所期

間は、次のとおりとする。 

（一時保護等の申請） 

第２条 売春防止法（昭和31年法律第118号）第34

条第３項            に規定する要

保護女子      （以下「要保護女子あああ

あああ」という。）の一時保護又は配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成13年法律第31号）第１条第２項に規定する被害

者若しくは同法第28条の２に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者（以下「被害者」とい

う。）の一時保護は、北館の一時保護施設（以下

「一時保護施設」という。）において行うものと

し、これらの一時保護については、要保護女子あ

あああああ又は被害者（以下「要保護女子等ああ

ああああ」という。）の申請により行う。 

２ 要保護女子の収容保護      又は被害者

の保護は、北館の婦人保護施設  （以下「婦人

保護施設  」という。）において行うものと

し、当該収容保護又は保護については、要保護女

子等      の申請により行う。 

３ 第１項の一時保護及び前項の収容保護又は保護

（以下「一時保護等」という。）を受けようとす

る要保護女子等      は、一時保護施設又

は婦人保護施設  （以下「一時保護施設等」と

いう。）への入所について、一時保護（収容保

護・保護）申請書（別記様式第１号）を知事に提

出し、一時保護等の決定を受けなければならな

い。ただし、緊急を要する場合にあっては、この

限りでない。 

４ 知事は、前項の申請書の提出があった場合にお

いて、一時保護施設等への入所を決定したとき

は、同項の申請者に一時保護（収容保護・保護）

決定通知書（別記様式第２号）を交付するものと

する。 

 

（入所定員及び入所期間） 

第２条の２ 一時保護施設等の入所定員及び入所期

間は、次のとおりとする。 

 

別記様式第２号（その１）中「栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及び栃木県体育施設設置、管理及

び使用料条例施行規則」を「栃木県体育施設設置及び管理条例及び栃木県体育施設設置及び管理条例施行規 

則」に改め、同様式（その２）中「｜使 用 料｜」を「｜利  用  料  金｜」に、 

「｜納付期限｜」を「｜支払期限｜」に、「栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及び栃木県体育施設設

置、管理及び使用料条例施行規則」を「栃木県体育施設設置及び管理条例及び栃木県体育施設設置及び管理条

例施行規則」に改め、同様式（その３）から（その８）までの規定中「栃木県体育施設設置、管理及び使用料

条例及び栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則」を「栃木県体育施設設置及び管理条例及び栃木

県体育施設設置及び管理条例施行規則」に改める。 

別記様式第４号中「変更後の使用料（利用料金）」を「変更後の利用料金」に、「変更前の使用料（利用料

金）」を「変更前の利用料金」に、「この許可により納付すべき使用料（支払うべき利用料金）」を「この許

可により支払うべき利用料金」に、「納付（支払）期限」を「支払期限」に改める。 

別記様式第６号及び別記様式第７号を削る。 

  附 則                                           

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

２ この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された

諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができ

る。

  （スポーツ振興課）                               

イスア

リーナ 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

略 

備考 略 

イスア

リーナ 

栃木県

グリー

ンスタ

ジアム 

大型映像装置 
１時間に

つき 
5,540円 

可搬型映像装置 
１時間に

つき 
640円 

照

明

設

備 

メイ 

ング 

ラウ 

ンド 

１／ 

４灯 

１時間に

つき 

16,700 

円 

１／ 

３灯 

１時間に

つき 

18,000

円 

１／ 

２灯 

１時間に

つき 

27,900

円 

全灯 
１時間に

つき 

49,100

円 

サブグラウン 

ド 

１時間に

つき 
9,320円 

略 

備考 略 



（6） 号外第25号令和６（2024）年３月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

 

○とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則等の一部改正

栃木県規則第９号                                        

とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則等の一部を改正する規則                      

（とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則の一部改正） 

第１条 とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則（平成７年栃木県規則第63号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

（一時保護等の申請） 

第２条 困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律（令和４年法律第52号）第２条に規定する困

難な問題を抱える女性（以下「困難な問題を抱え

る女性」という。）の一時保護又は配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成13年法律第31号）第１条第２項に規定する被害

者若しくは同法第28条の２に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者（以下「被害者」とい

う。）の一時保護は、北館の一時保護施設（以下

「一時保護施設」という。）において行うものと

し、これらの一時保護については、困難な問題を

抱える女性又は被害者（以下「困難な問題を抱え

る女性等」という。）の申請により行う。 

２ 困難な問題を抱える女性の自立支援又は被害者

の保護は、北館の女性自立支援施設（以下「女性

自立支援施設」という。）において行うものと

し、当該自立支援又は保護については、困難な問

題を抱える女性等の申請により行う。 

３ 第１項の一時保護及び前項の自立支援又は保護

（以下「一時保護等」という。）を受けようとす

る困難な問題を抱える女性等は、一時保護施設又

は女性自立支援施設（以下「一時保護施設等」と

いう。）への入所について、一時保護（自立支

援・保護）申請書（別記様式第１号）を知事に提

出し、一時保護等の決定を受けなければならな

い。ただし、緊急を要する場合にあっては、この

限りでない。 

４ 知事は、前項の申請書の提出があった場合にお

いて、一時保護施設等への入所を決定したとき

は、同項の申請者に一時保護（自立支援・保護）

決定通知書（別記様式第２号）を交付するものと

する。 

 

（入所定員及び入所期間） 

第２条の２ 一時保護施設等の入所定員及び入所期

間は、次のとおりとする。 

（一時保護等の申請） 

第２条 売春防止法（昭和31年法律第118号）第34

条第３項            に規定する要

保護女子      （以下「要保護女子あああ

あああ」という。）の一時保護又は配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成13年法律第31号）第１条第２項に規定する被害

者若しくは同法第28条の２に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者（以下「被害者」とい

う。）の一時保護は、北館の一時保護施設（以下

「一時保護施設」という。）において行うものと

し、これらの一時保護については、要保護女子あ

あああああ又は被害者（以下「要保護女子等ああ

ああああ」という。）の申請により行う。 

２ 要保護女子の収容保護      又は被害者

の保護は、北館の婦人保護施設  （以下「婦人

保護施設  」という。）において行うものと

し、当該収容保護又は保護については、要保護女

子等      の申請により行う。 

３ 第１項の一時保護及び前項の収容保護又は保護

（以下「一時保護等」という。）を受けようとす

る要保護女子等      は、一時保護施設又

は婦人保護施設  （以下「一時保護施設等」と

いう。）への入所について、一時保護（収容保

護・保護）申請書（別記様式第１号）を知事に提

出し、一時保護等の決定を受けなければならな

い。ただし、緊急を要する場合にあっては、この

限りでない。 

４ 知事は、前項の申請書の提出があった場合にお

いて、一時保護施設等への入所を決定したとき

は、同項の申請者に一時保護（収容保護・保護）

決定通知書（別記様式第２号）を交付するものと

する。 

 

（入所定員及び入所期間） 

第２条の２ 一時保護施設等の入所定員及び入所期

間は、次のとおりとする。 

 

別記様式第１号中「一 時 保 護 （ 収 容 保 護 ・ 保 護 ） 申 請 書」を「一 時 

あ保 護 （ 自 立 支 援 ・ 保 護 ） 申 請 書」に、「婦人保護施設」を「女性自立支援施 

設」に、「収容保護」を「自立支援」に改める。 

別記様式第２号を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

２ 知事は、一時保護施設等における一時保護等の

決定を受けた困難な問題を抱える女性等（以下

「入所者」という。）に特別の事情があると認め

たときは、前項の規定にかかわらず、その入所期

間を延長することができる。 

 

（健康管理） 

第２条の３ 知事は、入所者のうち、第２条第２項

の自立支援又は保護をした困難な問題を抱える女

性等に対し、定期に健康診断その他必要な検査を

行うものとする。 

 

（自立支援等） 

第２条の４ 知事は、入所者の意向及び私生活を十

分に尊重して、入所者の心身の健康回復及び生活

（就労及び就学を含む。）に関する支援等 を行

うものとする。 

 

（旅費の支給） 

第２条の６ 知事は、入所者が、次の各号のいずれ

かに該当し、旅費の負担能力がないと認めたとき

は、予算の範囲内において、旅費の実費の全部又

は一部を支給することができる。 

 (1) 略 

 (2)1女性自立支援施設その他の関係機関に入所、

入院等をする場合 

 

（一時保護等の廃止） 

第２条の７ 略 

２ 前項の申出は、一時保護（自立支援・保護）廃

止申出書（別記様式第３号）を提出して行われな

ければならない。 

３ 知事は、入所者について一時保護等の必要がな

くなったと認めたときは、一時保護等の廃止を決

定し、一時保護（自立支援・保護）廃止決定通知

書（別記様式第４号）により当該入所者に通知す

るものとする。 

４ 略 

 

 

 

 

 

２ 知事は、一時保護施設等における一時保護等の

決定を受けた要保護女子等      （以下

「入所者」という。）に特別の事情があると認め

たときは、前項の規定にかかわらず、その入所期

間を延長することができる。 

 

（健康管理） 

第２条の３ 知事は、入所者のうち、第２条第２項

の収容保護又は保護をした要保護女子等ああああ

ああに対し、定期に健康診断その他必要な検査を

行うものとする。 

 

（入所者に対する指導等） 

第２条の４ 知事はああああああああああああああ

ああああああ、入所者の自立のための支援を図る

ため、その態様に応じた指導、訓練、助言等を行

うものとする。 

 

（旅費の支給） 

第２条の６ 知事は、入所者が、次の各号のいずれ

かに該当し、旅費の負担能力がないと認めたとき

は、予算の範囲内において、旅費の実費の全部又

は一部を支給することができる。 

 (1) 略 

 (2)1婦人保護施設  その他の関係機関に入所、

入院等をする場合 

 

（一時保護等の廃止） 

第２条の７ 略 

２ 前項の申出は、一時保護（収容保護・保護）廃

止申出書（別記様式第３号）を提出して行われな

ければならない。 

３ 知事は、入所者について一時保護等の必要がな

くなったと認めたときは、一時保護等の廃止を決

定し、一時保護（収容保護・保護）廃止決定通知

書（別記様式第４号）により当該入所者に通知す

るものとする。 

４ 略 

 

区   分 入所定員 入所期間 

略 

女性自立支援施設 略 

 

 

区   分 入所定員 入所期間 

略 

婦人保護施設   略 

 

自立のための



（7）号外第25号栃 木 県 公 報令和６（2024）年３月29日　金曜日

 

別記様式第１号中「一 時 保 護 （ 収 容 保 護 ・ 保 護 ） 申 請 書」を「一 時 

あ保 護 （ 自 立 支 援 ・ 保 護 ） 申 請 書」に、「婦人保護施設」を「女性自立支援施 

設」に、「収容保護」を「自立支援」に改める。 

別記様式第２号を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

２ 知事は、一時保護施設等における一時保護等の

決定を受けた困難な問題を抱える女性等（以下

「入所者」という。）に特別の事情があると認め

たときは、前項の規定にかかわらず、その入所期

間を延長することができる。 

 

（健康管理） 

第２条の３ 知事は、入所者のうち、第２条第２項

の自立支援又は保護をした困難な問題を抱える女

性等に対し、定期に健康診断その他必要な検査を

行うものとする。 

 

（自立支援等） 

第２条の４ 知事は、入所者の意向及び私生活を十

分に尊重して、入所者の心身の健康回復及び生活

（就労及び就学を含む。）に関する支援等 を行

うものとする。 

 

（旅費の支給） 

第２条の６ 知事は、入所者が、次の各号のいずれ

かに該当し、旅費の負担能力がないと認めたとき

は、予算の範囲内において、旅費の実費の全部又

は一部を支給することができる。 

 (1) 略 

 (2)1女性自立支援施設その他の関係機関に入所、

入院等をする場合 

 

（一時保護等の廃止） 

第２条の７ 略 

２ 前項の申出は、一時保護（自立支援・保護）廃

止申出書（別記様式第３号）を提出して行われな

ければならない。 

３ 知事は、入所者について一時保護等の必要がな

くなったと認めたときは、一時保護等の廃止を決

定し、一時保護（自立支援・保護）廃止決定通知

書（別記様式第４号）により当該入所者に通知す

るものとする。 

４ 略 

 

 

 

 

 

２ 知事は、一時保護施設等における一時保護等の

決定を受けた要保護女子等      （以下

「入所者」という。）に特別の事情があると認め

たときは、前項の規定にかかわらず、その入所期

間を延長することができる。 

 

（健康管理） 

第２条の３ 知事は、入所者のうち、第２条第２項

の収容保護又は保護をした要保護女子等ああああ

ああに対し、定期に健康診断その他必要な検査を

行うものとする。 

 

（入所者に対する指導等） 

第２条の４ 知事はああああああああああああああ

ああああああ、入所者の自立のための支援を図る

ため、その態様に応じた指導、訓練、助言等を行

うものとする。 

 

（旅費の支給） 

第２条の６ 知事は、入所者が、次の各号のいずれ

かに該当し、旅費の負担能力がないと認めたとき

は、予算の範囲内において、旅費の実費の全部又

は一部を支給することができる。 

 (1) 略 

 (2)1婦人保護施設  その他の関係機関に入所、

入院等をする場合 

 

（一時保護等の廃止） 

第２条の７ 略 

２ 前項の申出は、一時保護（収容保護・保護）廃

止申出書（別記様式第３号）を提出して行われな

ければならない。 

３ 知事は、入所者について一時保護等の必要がな

くなったと認めたときは、一時保護等の廃止を決

定し、一時保護（収容保護・保護）廃止決定通知

書（別記様式第４号）により当該入所者に通知す

るものとする。 

４ 略 

 

区   分 入所定員 入所期間 

略 

女性自立支援施設 略 

 

 

区   分 入所定員 入所期間 

略 

婦人保護施設   略 

 

自立のための



（8） 号外第25号令和６（2024）年３月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

別記様式第２号（第２条関係） 

第     号  

年  月  日  

          様 

 

栃木県知事          印  

 

一 時 保 護 （ 自 立 支 援 ・ 保 護 ） 決 定 通 知 書 

 

 次のとおり一時保護（自立支援・保護）を決定したので、とちぎ男女共同参画センター設置及び

管理条例施行規則第２条第４項の規定により通知します。 

一時保護（自立支援・保護） 

開 始 年 月 日 
年     月     日    

一時保護（自立支援・保護） 

決 定 者 氏 名 
  

同 伴 者 氏 名 

  

  

  

  

  

備 考  

 教示 この決定について不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に栃木県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があったことを

知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

    また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に、栃木県を被告として（訴訟において栃木県を代表する者は、栃木県知事となりま 

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定について上記

の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



（9）号外第25号栃 木 県 公 報令和６（2024）年３月29日　金曜日

 
 

別記様式第３号中「一 時 保 護 （ 収 容 保 護 ・ 保 護 ） 廃 止 申 出 書」を

「一 時 保 護 （ 自 立 支 援 ・ 保 護 ） 廃 止 申 出 書」に、「収容保護」を「自

立支援」に改める。 

別記様式第４号を次のように改める。 
  



（10） 号外第25号令和６（2024）年３月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

別記様式第４号（第２条の７関係） 

第     号  

年  月  日  

          様 

 

栃木県知事          印  

 

一 時 保 護 （ 自 立 支 援 ・ 保 護 ） 廃 止 決 定 通 知 書 

 

 次のとおり一時保護（自立支援・保護）の廃止を決定したので、とちぎ男女共同参画センター設

置及び管理条例施行規則第２条の７第３項の規定により通知します。 

一時保護（自立支援・保護） 

廃 止 年 月 日 
年     月     日    

一時保護（自立支援・保護） 

廃 止 者 氏 名 
  

同 伴 者 氏 名 

  

  

  

  

  

備 考   

 教示 この決定について不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に栃木県知事に対して審査請求をすることができます（この決定があったことを

知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

    また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に、栃木県を被告として（訴訟において栃木県を代表する者は、栃木県知事となりま 

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定について上記

の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和42年栃木県規則第71 

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県県営住宅条例施行規則の一部改正） 

第３条 栃木県県営住宅条例施行規則（平成９年栃木県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

（休業補償を行わない場合） 

第６条の２ 条例第７条ただし書の規則で定める場

合は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 略 

 (2) 少年法第24条の規定による保護処分として少

年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収

容されている場合、同法第64条の規定による保

護処分として少年院に送致され、収容されてい

る場合又は同法第66条の規定による決定により

少年院に収容されている場合あああああああ 

あああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

あ 

（休業補償を行わない場合） 

第６条の２ 条例第７条ただし書の規則で定める場

合は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 略 

 (2) 少年法第24条の規定による保護処分として少

年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収

容されている場合、同法第64条の規定による保

護処分として少年院に送致され、収容されてい

る場合、 同法第66条の規定による決定により

少年院に収容されている場合又は売春防止法 

（昭和31年法律第118号）第17条の規定による

補導処分として婦人補導院に収容されている場

合 

改   正   後 改   正   前

（入居者資格） 

第４条 条例第４条第１項に規定する規則で定める

者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1)～(7) 略 

 (8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律（平成13年法律第31号。以下この

号において「配偶者暴力防止等法」という。）

第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力

防止等法第28条の２に規定する関係にある相手

からの暴力を受けた者で、アからウまでのいず

れかに該当するもの 

  ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号

（配偶者暴力防止等法第28条の２において読

み替えて準用する場合を含む。）の一時保

護、配偶者暴力防止等法第５条の女性自立支

援施設における保護又は児童福祉法（昭和22 

年法律第164号）第23条第１項の母子生活支

援施設における保護が終了した日から起算し

て５年を経過していない者 

  イ 略 

  ウ 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関す

る証明書の発行について（平成20年５月９日

付け雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均 

等・児童家庭局家庭福祉課長通知）に基づ

き、女性相談支援センター等による配偶者か

らの暴力の被害者の保護に関する証明書が発

（入居者資格） 

第４条 条例第４条第１項に規定する規則で定める

者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1)～(7) 略 

 (8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律（平成13年法律第31号。以下この

号において「配偶者暴力防止等法」という。）

第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力

防止等法第28条の２に規定する関係にある相手

からの暴力を受けた者で、アからウまでのいず

れかに該当するもの 

  ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号

（配偶者暴力防止等法第28条の２において読

み替えて準用する場合を含む。）の一時保

護、配偶者暴力防止等法第５条の婦人保護施

設  における保護又は児童福祉法（昭和22 

年法律第164号）第23条第１項の母子生活支

援施設における保護が終了した日から起算し

て５年を経過していない者 

  イ 略 

  ウ 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関す

る証明書の発行について（平成20年５月９日

付け雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均 

等・児童家庭局家庭福祉課長通知）に基づ

き、婦人相談所     等による配偶者か

らの暴力の被害者の保護に関する証明書が発

 

  附 則                                           

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

                                    （人権男女共同参画課）                               

行されている者その他これに準ずると知事が

認める者 

２ 略 

行されている者その他これに準ずると知事が

認める者 

２ 略 
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  附 則                                           

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

                                    （人権男女共同参画課）                               

行されている者その他これに準ずると知事が

認める者 

２ 略 

行されている者その他これに準ずると知事が

認める者 

２ 略 
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○栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則の一部改正

栃木県規則第10号                                        

栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則                      

栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則（平成13年栃木県規則第25号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  附 則                                           

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

                                        
（農村振興課）                               

改   正   後 改   正   前

（利用時間） 

第４条 水遊園の利用時間は、午前９時30分から午

後５時（おもしろ魚館にあっては、午後４時30

分）までとする。ただし、知事が必要があると認

めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場

合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを

変更することができる。 

（利用時間） 

第４条 水遊園の利用時間は、次のとおりああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああ  とする。ただし、知事が必要があると認

めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場

合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを

変更することができる。 

 (1) ７月20日から８月31日までの期間 午前９時

30分から午後５時まで 

 (2) ９月１日から翌年７月19日までの期間 午前

９時30分から午後４時30分まで 
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○栃木県財務規則の一部改正

栃木県規則第11号                                        

栃木県財務規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

栃木県財務規則の一部を改正する規則                      

栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

（指定納付受託者の指定又は指定の取消し） 

第52条の２ 課長又は公所の長は、法第231条の２

の３第１項の規定により指定納付受託者（同項に

規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。）を

指定したとき又は法第231条の２の７第１項の規

定により指定納付受託者の指定を取り消した と

きは、会計管理者に報告しなければならない。 

 

（徴収又は収納事務の委託又は指定の取消し） 

第53条 課長又は公所の長は、法第243条の２第１

項の規定により公金の徴収若しくは収納に関する 

事務を委託したとき又は法第243条の２の３第１ 

項の規定により公金の徴収若しくは収納に関する 

事務を委託した指定公金事務取扱者（法243条の 

２第２項に規定する指定公金事務取扱者をいう。

以下同じ。）の指定を取り消したときは、会計管

理者に報告しなければならない。 

 

（収納事務を委託することができる歳入等） 

第53条の２ 法第243条の２の５第１項の規定によ 

り、収納に関する事務を委託することができる歳

入等について知事が定めるものは、次のとおりと

する。 

 (1) 令第173条の２第１項各号に掲げる歳入 

 (2) 地方税（当該地方税に係る地方税法（昭和25 

年法律第226号）第１条第１項第14号に規定す

る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申

告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。） 

(3) 分担金 

(4) 負担金 

(5) 不動産売払代金 

(6) 過料 

(7) 損害賠償金（第９号に掲げる遅延損害金を除

く。） 

(8) 不当利得による返還金 

(9) 第３号、第４号及び第６号に掲げる歳入に係

る延滞金並びに第４号、第５号及び前２号に掲

げる歳入に係る遅延損害金 

 

（指定納付受託者の指定又は指定の取消し） 

第52条の２ 課長又は公所の長は、法第231条の２

の３第１項の規定による指定納付受託者の指定を

したああああああああああああああああああああ

ああああとき又は法第231条の２の７第１項の規

定による指定納付受託者の指定の取消しをしたと

きは、会計管理者に報告しなければならない。 

 

（徴収又は収納の委託） 

第53条 課長又は公所の長は、令第158条第１項あ

あの規定により歳入の徴収若しくは収納の事務あ

ああを委託したとき又は令第158条の２第１項の

規定により地方税の収納の事務を委託したあ43条

の２第２項 ああああああああああああああああ

あああ      ああに規定ああああああああ

ああああ  定公金事務取扱者をときは、会計管

理者に報告しなければならない。 
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○栃木県財務規則の一部改正

栃木県規則第11号                                        

栃木県財務規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一

栃木県財務規則の一部を改正する規則                      

栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

（指定納付受託者の指定又は指定の取消し） 

第52条の２ 課長又は公所の長は、法第231条の２

の３第１項の規定により指定納付受託者（同項に

規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。）を

指定したとき又は法第231条の２の７第１項の規

定により指定納付受託者の指定を取り消した と

きは、会計管理者に報告しなければならない。 

 

（徴収又は収納事務の委託又は指定の取消し） 

第53条 課長又は公所の長は、法第243条の２第１

項の規定により公金の徴収若しくは収納に関する 

事務を委託したとき又は法第243条の２の３第１ 

項の規定により公金の徴収若しくは収納に関する 

事務を委託した指定公金事務取扱者（法243条の 

２第２項に規定する指定公金事務取扱者をいう。

以下同じ。）の指定を取り消したときは、会計管

理者に報告しなければならない。 

 

（収納事務を委託することができる歳入等） 

第53条の２ 法第243条の２の５第１項の規定によ 

り、収納に関する事務を委託することができる歳

入等について知事が定めるものは、次のとおりと

する。 

 (1) 令第173条の２第１項各号に掲げる歳入 

 (2) 地方税（当該地方税に係る地方税法（昭和25 

年法律第226号）第１条第１項第14号に規定す

る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申

告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。） 

(3) 分担金 

(4) 負担金 

(5) 不動産売払代金 

(6) 過料 

(7) 損害賠償金（第９号に掲げる遅延損害金を除

く。） 

(8) 不当利得による返還金 

(9) 第３号、第４号及び第６号に掲げる歳入に係

る延滞金並びに第４号、第５号及び前２号に掲

げる歳入に係る遅延損害金 

 

（指定納付受託者の指定又は指定の取消し） 

第52条の２ 課長又は公所の長は、法第231条の２

の３第１項の規定による指定納付受託者の指定を

したああああああああああああああああああああ

ああああとき又は法第231条の２の７第１項の規

定による指定納付受託者の指定の取消しをしたと

きは、会計管理者に報告しなければならない。 

 

（徴収又は収納の委託） 

第53条 課長又は公所の長は、令第158条第１項あ

あの規定により歳入の徴収若しくは収納の事務あ

ああを委託したとき又は令第158条の２第１項の

規定により地方税の収納の事務を委託したあ43条

の２第２項 ああああああああああああああああ

あああ      ああに規定ああああああああ

ああああ  定公金事務取扱者をときは、会計管

理者に報告しなければならない。 
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（徴収又は収納事務を受託した指定公金事務取扱

者の義務） 

第54条 公金の徴収又は収納に関する事務の委託を

受けた指定公金事務取扱者は、その徴収した歳入

又はその収納した歳入等を現金払込書により速や

かに指定金融機関等に払い込まなければならな

い。 

２ 前項の場合において、指定公金事務取扱者ああ

あああああああああは、その徴収した歳入又はそ

の収納した歳入等の内容を示す受託収入計算書を

関係する課長又は公所の長に提出しなければなら

ない。 

 

（徴収又は収納事務を受託した指定公金事務取扱

者の検査） 

第54条の２ 会計管理者は、法第243条の２第８項

の規定による公金の徴収又は  収納に関する事

務の委託を受けた指定公金事務取扱者の検査ああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああ あに当たっては、会

計局職員のうちから検査員を命じて行わせるもの

とする。 

２ 略 

 

（資金前渡員の支払） 

第84条 略 

２～４ 略 

５ 資金前渡員は、控除金が所得税であるときは、

国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）

第16条に定める納付書により速やかに日本銀行代

理店（日本銀行歳入代理店を含む。）に納入しな

ければならない。 

 

（支出事務の委託又は指定の取消し） 

第91条 課長又は公所の長は、法第243条の２第１

項の規定により公金の支出に関する事務を委託し

たとき又は法第243条の２の３第１項の規定によ

り公金の支出に関する事務を委託した指定公金事

務取扱者の指定を取り消したときは、会計管理者

に報告しなければならない。 

２ 支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務

取扱者に対する支払資金の交付並びに支出に関す

る事務の委託を受けた指定公金事務取扱者の支払

及び精算の手続については、資金前渡の例による

ものとする。 

 

（支出事務を受託した指定公金事務取扱者の検

査） 

第91条の２ 会計管理者は、法第243条の２第８項 

る令第158条第４項の規定による公金の支出に関

（徴収又は収納事務の受託者の義務） 

 

第54条 歳入の徴収又は収納の   事務の委託を

受けた者ああああああああは、その徴収し、  

又はああ収納した歳入金を現金払込書により速や

かに指定金融機関等に払い込まなければならな

い。 

２ 前項の場合において、歳入の徴収又は収納の事

務の委託を受けた者は、その徴収し、  又はあ

あ収納した歳入 の内容を示す受託収入計算書を

関係する課長又は公所の長に提出しなければなら

ない。 

 

（徴収又は収納事務の受託者の検査） 

 

第54条の２ 会計管理者は、令第158条第４項ああ 

の規定による歳入の徴収若しくは収納の事務  

あの委託を受けた者        の検査又は

令第158条の２第３項の規定による地方税の収納

の事務の委託を受けた者の検査に当たっては、会

計局職員のうちから検査員を命じて行わせるもの

とする。 

２ 略 

 

（資金前渡員の支払） 

第84条 略 

２～４ 略 

５ 資金前渡員は、控除金が所得税であるときは、

国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）

第５条に定める納付書により速やかに日本銀行代

理店（日本銀行歳入代理店を含む。）に納入しな

ければならない。 

 

（支出事務の委託） 

第91条 課長又は公所の長は、令第165条の３第１

項の規定により私人に支出事務の委託をあああし

たとき243あああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああは、会計管理者

に報告しなければならない。 

２ 支出事務の受託者        あああああ

あああに対する支払資金の交付並びに支出事務の

受託者ああああああああああああああああの支払

及び精算の手続については、資金前渡の例による

ものとする。 

 

（支出事務の受託者の検査） 

 

第91条の２ 令第165条の３第３項において準用す 

る令第158条第４項の規定による支払事務の受託



（14） 号外第25号令和６（2024）年３月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

- 2 - 

（徴収又は収納事務を受託した指定公金事務取扱

者の義務） 

第54条 公金の徴収又は収納に関する事務の委託を

受けた指定公金事務取扱者は、その徴収した歳入

又はその収納した歳入等を現金払込書により速や

かに指定金融機関等に払い込まなければならな

い。 

２ 前項の場合において、指定公金事務取扱者ああ

あああああああああは、その徴収した歳入又はそ

の収納した歳入等の内容を示す受託収入計算書を

関係する課長又は公所の長に提出しなければなら

ない。 

 

（徴収又は収納事務を受託した指定公金事務取扱

者の検査） 

第54条の２ 会計管理者は、法第243条の２第８項

の規定による公金の徴収又は  収納に関する事

務の委託を受けた指定公金事務取扱者の検査ああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああ あに当たっては、会

計局職員のうちから検査員を命じて行わせるもの

とする。 

２ 略 

 

（資金前渡員の支払） 

第84条 略 

２～４ 略 

５ 資金前渡員は、控除金が所得税であるときは、

国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）

第16条に定める納付書により速やかに日本銀行代

理店（日本銀行歳入代理店を含む。）に納入しな

ければならない。 

 

（支出事務の委託又は指定の取消し） 

第91条 課長又は公所の長は、法第243条の２第１

項の規定により公金の支出に関する事務を委託し

たとき又は法第243条の２の３第１項の規定によ

り公金の支出に関する事務を委託した指定公金事

務取扱者の指定を取り消したときは、会計管理者

に報告しなければならない。 

２ 支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務

取扱者に対する支払資金の交付並びに支出に関す

る事務の委託を受けた指定公金事務取扱者の支払

及び精算の手続については、資金前渡の例による

ものとする。 

 

（支出事務を受託した指定公金事務取扱者の検

査） 

第91条の２ 会計管理者は、法第243条の２第８項 

る令第158条第４項の規定による公金の支出に関

（徴収又は収納事務の受託者の義務） 

 

第54条 歳入の徴収又は収納の   事務の委託を

受けた者ああああああああは、その徴収し、  

又はああ収納した歳入金を現金払込書により速や

かに指定金融機関等に払い込まなければならな

い。 

２ 前項の場合において、歳入の徴収又は収納の事

務の委託を受けた者は、その徴収し、  又はあ

あ収納した歳入 の内容を示す受託収入計算書を

関係する課長又は公所の長に提出しなければなら

ない。 

 

（徴収又は収納事務の受託者の検査） 

 

第54条の２ 会計管理者は、令第158条第４項ああ 

の規定による歳入の徴収若しくは収納の事務  

あの委託を受けた者        の検査又は

令第158条の２第３項の規定による地方税の収納

の事務の委託を受けた者の検査に当たっては、会

計局職員のうちから検査員を命じて行わせるもの

とする。 

２ 略 

 

（資金前渡員の支払） 

第84条 略 

２～４ 略 

５ 資金前渡員は、控除金が所得税であるときは、

国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）

第５条に定める納付書により速やかに日本銀行代

理店（日本銀行歳入代理店を含む。）に納入しな

ければならない。 

 

（支出事務の委託） 

第91条 課長又は公所の長は、令第165条の３第１

項の規定により私人に支出事務の委託をあああし

たとき243あああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああは、会計管理者

に報告しなければならない。 

２ 支出事務の受託者        あああああ

あああに対する支払資金の交付並びに支出事務の

受託者ああああああああああああああああの支払

及び精算の手続については、資金前渡の例による

ものとする。 

 

（支出事務の受託者の検査） 

 

第91条の２ 令第165条の３第３項において準用す 

る令第158条第４項の規定による支払事務の受託
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する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者の検

査に当たっては、会計局職員のうちから検査員を

命じて行わせるものとする。 

２ 略 

 

（契約の締結） 

第141条1課長又は公所の長は、契約を締結しようと

するときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録

した契約書又は電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下

同じ。）（以下「契約書等」という。）を作成し

なければならない。ただし、契約の性質又は目的

により必要のない事項については、記載又は記録

を省略することができる。 

(1)～(11) 略 

 

（契約書等の省略） 

第142条1課長又は公所の長は、前条の規定にかかわ

らず、次の各号のいずれかに該当するときは、契

約書等の作成を省略することができる。 

(1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、契約の性質又は

目的により契約書等を作成する必要がないと認

めたとき。 

２ 課長又は公所の長は、前項の規定により契約書

等の作成を省略する場合においても、特に軽微な

契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、

請書その他適当な文書を徴するものとする。 

 

（契約保証金） 

第143条1略 

２・３ 略 

４ 前項の書面の提出（公共工事の前払金保証事業

に関する法律第５条の規定に基づき登録を受けた

保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保と

して提供させる場合に限る。）については、当該

書面の提出に代えて電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって別に定める措置を講じたものを

いう。）をもって行わせることができる。この場

合においては、当該書面により提出が行われたも

のとみなす。 

５ 略 

 

（検査調書） 

第147条1第145条の規定により検査を命じられた職

員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、復

命しなければならない。ただし、次の各号に掲げ

者                   の検

査に当たっては、会計局職員のうちから検査員を

命じて行わせるものとする。 

２ 略 

 

（契約の締結） 

第141条1課長又は公所の長は、契約を締結しようと

するときは、次に掲げる事項を記載した契約書あ

あああああ又 は電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。下

同じ。）（以下「契約書等」という。）を作成し

なければならない。ただし、契約の性質又は目的

により必要のない事項については、記載ああああ

を省略することができる。 

(1)～(11) 略 

 

（契約書の省略） 

第142条1課長又は公所の長は、前条の規定にかかわ

らず、次の各号のいずれかに該当するときは、契

約書 の作成を省略することができる。 

(1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、契約の性質又は

目的により契約書 を作成する必要がないと認

めたとき。 

２ 課長又は公所の長は、前項の規定により契約書

あの作成を省略する場合においても、特に軽微な

契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、

請書その他適当な文書を徴するものとする。 

 

（契約保証金） 

第143条1略 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 

 

（検査調書） 

第147条1第145条の規定により検査を命じられた職

員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、復

命しなければならない。ただし、次の各号に掲げ
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する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者の検

査に当たっては、会計局職員のうちから検査員を

命じて行わせるものとする。 

２ 略 

 

（契約の締結） 

第141条1課長又は公所の長は、契約を締結しようと

するときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録

した契約書又は電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下

同じ。）（以下「契約書等」という。）を作成し

なければならない。ただし、契約の性質又は目的

により必要のない事項については、記載又は記録

を省略することができる。 

(1)～(11) 略 

 

（契約書等の省略） 

第142条1課長又は公所の長は、前条の規定にかかわ

らず、次の各号のいずれかに該当するときは、契

約書等の作成を省略することができる。 

(1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、契約の性質又は

目的により契約書等を作成する必要がないと認

めたとき。 

２ 課長又は公所の長は、前項の規定により契約書

等の作成を省略する場合においても、特に軽微な

契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、

請書その他適当な文書を徴するものとする。 

 

（契約保証金） 

第143条1略 

２・３ 略 

４ 前項の書面の提出（公共工事の前払金保証事業

に関する法律第５条の規定に基づき登録を受けた

保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保と

して提供させる場合に限る。）については、当該

書面の提出に代えて電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって別に定める措置を講じたものを

いう。）をもって行わせることができる。この場

合においては、当該書面により提出が行われたも

のとみなす。 

５ 略 

 

（検査調書） 

第147条1第145条の規定により検査を命じられた職

員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、復

命しなければならない。ただし、次の各号に掲げ

者                   の検

査に当たっては、会計局職員のうちから検査員を

命じて行わせるものとする。 

２ 略 

 

（契約の締結） 

第141条1課長又は公所の長は、契約を締結しようと

するときは、次に掲げる事項を記載した契約書あ

あああああ又 は電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。下

同じ。）（以下「契約書等」という。）を作成し

なければならない。ただし、契約の性質又は目的

により必要のない事項については、記載ああああ

を省略することができる。 

(1)～(11) 略 

 

（契約書の省略） 

第142条1課長又は公所の長は、前条の規定にかかわ

らず、次の各号のいずれかに該当するときは、契

約書 の作成を省略することができる。 

(1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、契約の性質又は

目的により契約書 を作成する必要がないと認

めたとき。 

２ 課長又は公所の長は、前項の規定により契約書

あの作成を省略する場合においても、特に軽微な

契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、

請書その他適当な文書を徴するものとする。 

 

（契約保証金） 

第143条1略 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 

 

（検査調書） 

第147条1第145条の規定により検査を命じられた職

員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、復

命しなければならない。ただし、次の各号に掲げ
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る契約のいずれかに該当する契約については、そ

の検査調書の作成を省略することができる。 

(1) 第142条の規定により契約書等の作成を省略

した契約 

(2)・(3) 略 

 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第148条の２1略 

２ 条例本則第３号イに掲げる契約に係る同号に規

定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とす

る。 

(1)～(15) 略 

(16) 地方税法（昭和25年法律第226号）第37条

の２第１項第１号に規定する寄附金に係る業

務の委託に関する契約 

(17)・(18) 略 

 (19) 指定納付受託者と締結する法第231条の２

の３第１項に規定する納付事務の取扱いに関す

る契約 

 

（競争入札の公告等） 

第165条 略 

２・３ 略 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の規定による公告又は公示においては、次

に掲げる事項を英語により記載するものとする。 

(1)1調達をする物品等（特例政令第２条第３号に

規定する物品等をいう。以下同じ。）又は役務

の名称及び数量 

(2)・(3) 略 

 

別表第１（第２条関係） 

所属区分 公        所 

略 

環境森林部 環境森林事務所 

環境管理事務所 

森林管理事務所 

林業センター 

林業大学校 

産業労働観光

部 

計量検定所 

産業技術センター 

 

県央産業技術専門校 

農政部 農業振興事務所 

農業総合研究センター 

農業大学校 

 

水産試験場 

家畜保健衛生所 

畜産酪農研究センター 

る契約のいずれかに該当する契約については、そ

の検査調書の作成を省略することができる。 

(1) 第142条の規定により契約書 の作成を省略

した契約 

 (2)・(3) 略 

 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第148条の２1略 

２ 条例本則第３号イに掲げる契約に係る同号に規

定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とす

る。 

(1)～(15) 略 

(16) 地方税法（昭和25年法律第226号）第37条

の２第１項第１号に規定する寄附金に係る業

務の委託に関する契約 

(17)・(18) 略 

 (19) 指定納付受託者と締結する法第231条の２

の３第１項に規定する納付事務の取扱いに関す

る契約 

 

（競争入札の公告等） 

第165条 略 

２・３ 略 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の規定による公告又は公示においては、次

に掲げる事項を英語により記載するものとする。 

(1)1調達をする物品等（特例政令第２条第２号に

規定する物品等をいう。以下同じ。）又は役務

の名称及び数量 

(2)・(3) 略 

 

別表第１（第２条関係） 

所属区分 公        所 

略 

環境森林部 環境森林事務所 

環境管理事務所 

森林管理事務所 

林業センター 

 

産業労働観光

部 

計量検定所 

産業技術センター 

労政事務所 

県央産業技術専門校 

農政部 農業振興事務所 

農業試験場 

農業大学校 

農業環境指導センター 

水産試験場 

家畜保健衛生所 

畜産酪農研究センター 
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る契約のいずれかに該当する契約については、そ

の検査調書の作成を省略することができる。 

(1) 第142条の規定により契約書等の作成を省略

した契約 

(2)・(3) 略 

 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第148条の２1略 

２ 条例本則第３号イに掲げる契約に係る同号に規

定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とす

る。 

(1)～(15) 略 

(16) 地方税法（昭和25年法律第226号）第37条

の２第１項第１号に規定する寄附金に係る業

務の委託に関する契約 

(17)・(18) 略 

 (19) 指定納付受託者と締結する法第231条の２

の３第１項に規定する納付事務の取扱いに関す

る契約 

 

（競争入札の公告等） 

第165条 略 

２・３ 略 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の規定による公告又は公示においては、次

に掲げる事項を英語により記載するものとする。 

(1)1調達をする物品等（特例政令第２条第３号に

規定する物品等をいう。以下同じ。）又は役務

の名称及び数量 

(2)・(3) 略 

 

別表第１（第２条関係） 

所属区分 公        所 

略 

環境森林部 環境森林事務所 

環境管理事務所 

森林管理事務所 

林業センター 

林業大学校 

産業労働観光

部 

計量検定所 

産業技術センター 

 

県央産業技術専門校 

農政部 農業振興事務所 

農業総合研究センター 

農業大学校 

 

水産試験場 

家畜保健衛生所 

畜産酪農研究センター 

る契約のいずれかに該当する契約については、そ

の検査調書の作成を省略することができる。 

(1) 第142条の規定により契約書 の作成を省略

した契約 

 (2)・(3) 略 

 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第148条の２1略 

２ 条例本則第３号イに掲げる契約に係る同号に規

定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とす

る。 

(1)～(15) 略 

(16) 地方税法（昭和25年法律第226号）第37条

の２第１項第１号に規定する寄附金に係る業

務の委託に関する契約 

(17)・(18) 略 

 (19) 指定納付受託者と締結する法第231条の２

の３第１項に規定する納付事務の取扱いに関す

る契約 

 

（競争入札の公告等） 

第165条 略 

２・３ 略 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の規定による公告又は公示においては、次

に掲げる事項を英語により記載するものとする。 

(1)1調達をする物品等（特例政令第２条第２号に

規定する物品等をいう。以下同じ。）又は役務

の名称及び数量 

(2)・(3) 略 

 

別表第１（第２条関係） 

所属区分 公        所 

略 

環境森林部 環境森林事務所 

環境管理事務所 

森林管理事務所 

林業センター 

 

産業労働観光

部 

計量検定所 

産業技術センター 

労政事務所 

県央産業技術専門校 

農政部 農業振興事務所 

農業試験場 

農業大学校 

農業環境指導センター 

水産試験場 

家畜保健衛生所 

畜産酪農研究センター 
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県土整備部 土木事務所 

下水道管理事務所 

 

略 

教育委員会 教育事務所 

総合教育センター 

図書館 

 

 

県立学校（宇都宮東高等学校附

属中学校、佐野高等学校附属中

学校、矢板東高等学校附属中学

校及び大田原東高等学校を除

く。） 

略 

 

別表第２（第３条関係） 

 １ 略 

 ２ 公所の長への特定委任事項 

公所の長名 委 任 事 項 

略 

環境森林部

関係公所の

長（環境管

理事務所長

を除く。） 

１ 土木建築工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)・(2) 略 

(3) 前２号に係る工事請負又は

業務委託の変更に係る予算の

執行（変更後の請負額が３億

円以上のものの 

あああああああああ事案の決

定及び１件の金額が100万円 

以上のものの工事又は委託の

検査を除く。） 

農業振興事

務所長 

１ 土地改良工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（変更後の請負

額が３億円以上のものの あ

あああああああああああああ

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託の検査を除く。） 

(5) 略 

県土整備部

関係公所の

長 

１ 土木工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（変更後の請負

県土整備部 土木事務所 

下水道管理事務所 

公園事務所 

略 

教育委員会 教育事務所 

総合教育センター 

図書館 

青年の家 

少年自然の家 

県立学校（宇都宮東高等学校附

属中学校、佐野高等学校附属中

学校、矢板東高等学校附属中学

校及び大田原東高等学校を除

く。） 

略 

 

別表第２（第３条関係） 

１ 略 

 ２ 公所の長への特定委任事項 

公所の長名 委 任 事 項 

略 

環境森林部

関係公所の

長（環境管

理事務所長

を除く。） 

１ 土木建築工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)・(2) 略 

(3) 前２号に係る工事請負又は

業務委託の変更に係る予算の

執行（元請負額等に対する30 

パーセントかつ300万円を超 

える増額変更に係る事案の決

定及び１件の金額が100万円 

以上のものの工事又は委託の

検査を除く。） 

農業振興事

務所長 

１ 土地改良工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に 

対する30パーセントかつ300 

万円を超える増額変更に係る

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託の検査を除く。） 

(5) 略 

県土整備部

関係公所の

長 

１ 土木工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に 
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県土整備部 土木事務所 

下水道管理事務所 

 

略 

教育委員会 教育事務所 

総合教育センター 

図書館 

 

 

県立学校（宇都宮東高等学校附

属中学校、佐野高等学校附属中

学校、矢板東高等学校附属中学

校及び大田原東高等学校を除

く。） 

略 

 

別表第２（第３条関係） 

 １ 略 

 ２ 公所の長への特定委任事項 

公所の長名 委 任 事 項 

略 

環境森林部

関係公所の

長（環境管

理事務所長

を除く。） 

１ 土木建築工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)・(2) 略 

(3) 前２号に係る工事請負又は

業務委託の変更に係る予算の

執行（変更後の請負額が３億

円以上のものの 

あああああああああ事案の決

定及び１件の金額が100万円 

以上のものの工事又は委託の

検査を除く。） 

農業振興事

務所長 

１ 土地改良工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（変更後の請負

額が３億円以上のものの あ

あああああああああああああ

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託の検査を除く。） 

(5) 略 

県土整備部

関係公所の

長 

１ 土木工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（変更後の請負

県土整備部 土木事務所 

下水道管理事務所 

公園事務所 

略 

教育委員会 教育事務所 

総合教育センター 

図書館 

青年の家 

少年自然の家 

県立学校（宇都宮東高等学校附

属中学校、佐野高等学校附属中

学校、矢板東高等学校附属中学

校及び大田原東高等学校を除

く。） 

略 

 

別表第２（第３条関係） 

１ 略 

 ２ 公所の長への特定委任事項 

公所の長名 委 任 事 項 

略 

環境森林部

関係公所の

長（環境管

理事務所長

を除く。） 

１ 土木建築工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)・(2) 略 

(3) 前２号に係る工事請負又は

業務委託の変更に係る予算の

執行（元請負額等に対する30 

パーセントかつ300万円を超 

える増額変更に係る事案の決

定及び１件の金額が100万円 

以上のものの工事又は委託の

検査を除く。） 

農業振興事

務所長 

１ 土地改良工事に係る令達予算

の執行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に 

対する30パーセントかつ300 

万円を超える増額変更に係る

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託の検査を除く。） 

(5) 略 

県土整備部

関係公所の

長 

１ 土木工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に 
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額が３億円以上のものの あ 

あああああえ増額変ああああ

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託（積算業務委託及び積

算補助業務委託を除く。）の

検査を除く。） 

(5) 略 

２ 建築工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（変更後の請負

額が３億円以上のものの あ

をああああ超える増ああああ

事案の決定、第１号に係る工

事の検査及び前号に係る場合

で、１件の金額が100万円以 

上のものの委託の検査を除

く。） 

略 

衛生福祉大

学校長 

林業大学校

長 

県央産業技

術専門校長 

農業大学校

長 

県立学校の

長 

略 

 

別表第３（第４条関係） 

 １ 略 

 ２ 特定決裁事項及び特定専決事項 

区

分 

知事決

裁事項 

副知事

専決事

項 

部長専決

事 項 

課長専決事項 

略 

医

薬 

・ 

生

活

衛

生

課 

略 

対する30パーセントかつ300 

万円を超える増額変更に係る

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託（積算業務委託及び積

算補助業務委託を除く。）の

検査を除く。） 

(5) 略 

２ 建築工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に 

対する30パーセントかつ300 

万円を超える増額変更に係る

事案の決定、第１号に係る工

事の検査及び前号に係る場合

で、１件の金額が100万円以 

上のものの委託の検査を除

く。） 

略 

衛生福祉大

学校長 

 

 

県央産業技

術専門校長 

農業大学校

長 

県立学校の

長 

略 

 

別表第３（第４条関係） 

１ 略 

２ 特定決裁事項及び特定専決事項 

区

分 

知事決

裁事項 

副知事

専決事

項 

部長専決

事 項 

課長専決事項 

略 

薬 

務 

課

あ

あ

あ

あ

あ 

略 
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額が３億円以上のものの あ 

あああああえ増額変ああああ

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託（積算業務委託及び積

算補助業務委託を除く。）の

検査を除く。） 

(5) 略 

２ 建築工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（変更後の請負

額が３億円以上のものの あ

をああああ超える増ああああ

事案の決定、第１号に係る工

事の検査及び前号に係る場合

で、１件の金額が100万円以 

上のものの委託の検査を除

く。） 

略 

衛生福祉大

学校長 

林業大学校

長 

県央産業技

術専門校長 

農業大学校

長 

県立学校の

長 

略 

 

別表第３（第４条関係） 

 １ 略 

 ２ 特定決裁事項及び特定専決事項 

区

分 

知事決

裁事項 

副知事

専決事

項 

部長専決

事 項 

課長専決事項 

略 

医

薬 

・ 

生

活

衛

生

課 

略 

対する30パーセントかつ300 

万円を超える増額変更に係る

事案の決定及び１件の金額が

100万円以上のものの工事又 

は委託（積算業務委託及び積

算補助業務委託を除く。）の

検査を除く。） 

(5) 略 

２ 建築工事に係る令達予算の執

行に関する次の事務 

(1)～(3) 略 

(4) 第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に 

対する30パーセントかつ300 

万円を超える増額変更に係る

事案の決定、第１号に係る工

事の検査及び前号に係る場合

で、１件の金額が100万円以 

上のものの委託の検査を除

く。） 

略 

衛生福祉大

学校長 

 

 

県央産業技

術専門校長 

農業大学校

長 

県立学校の

長 

略 

 

別表第３（第４条関係） 

１ 略 

２ 特定決裁事項及び特定専決事項 

区

分 

知事決

裁事項 

副知事

専決事

項 

部長専決

事 項 

課長専決事項 

略 

薬 

務 

課

あ

あ

あ

あ

あ 

略 
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環

境

森

林

部

各

課

共

通
 

１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する 

次の事務

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    略 

農

村

振

興

課 

・ 

農

地

整

備

課 

    
１ 土地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

(1)～(3) 略 

(4) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

環

境

森

林

部

各

課

共

通
 

１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する 

次の事務 

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    略 

農

村

振

興

課 

・ 

農

地

整

備

課 

    
１ 土地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

(1)～(3) 略 

(4) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 
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環

境

森

林

部

各

課

共

通
 

１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する 

次の事務

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    略 

農

村

振

興

課 

・ 

農

地

整

備

課 

    
１ 土地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

(1)～(3) 略 

(4) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

環

境

森

林

部

各

課

共

通
 

１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する 

次の事務 

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    略 

農

村

振

興

課 

・ 

農

地

整

備

課 

    
１ 土地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

(1)～(3) 略 

(4) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

定に限

る。） 

    
畜

産

振

興

課 

    
１ 草地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    
県

土

整

備

部 

    
１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

(4) 略 

定に限

る。） 

    
畜

産

振

興

課 

    
１ 草地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    
県

土

整

備

部 

    
１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

(4) 略 
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定に限

る。） 

    
畜

産

振

興

課 

    
１ 草地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    
県

土

整

備

部 

    
１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

(4) 略 

定に限

る。） 

    
畜

産

振

興

課 

    
１ 草地改良工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

のの事

案の決

定に限

る。） 

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

    
県

土

整

備

部 

    
１ 土木建築工事に係る予算の執行に関する

次の事務 

(1) 略  (1) 部長

専決事

項に係

る請負

工事の

元請負

額に対

する30

パーセ

ント以

内の設

計変更

（変更

後の請

負額が

３億円

以上５

億円未

満のも

(1)・(2) 略 

(3) 部長専決

事項及び課

長専決事項

に係る請負

工事及び業

務委託の元

請負額等に

対 す る 3 0

パーセント

以内の設計

変更（変更

後の請負額

が３億円以

上のものを

除く。） 

(4) 略 
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  附 則                                           

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

２ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条の規定によりなお従前の

例により公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせる者に対する改正後の栃木県財務規則第

53条、第54条、第54条の２、第91条、第91条の２及び別表第５の規定の適用については、令和８年３月31

日までの間は、なお従前の例による。 

                                     
（会計局会計管理課）                               

のの事

案の決

定に限

る。） 

    略 

 ３・４ 略 

 ５ 委任事務に関する特定専決事項 

公 所 専 決 権 者 専決事項 

略 

農業総合研究セ 

ンターああああ 

略 

略 

 

別表第５（第７条関係） 

 １ 会計局における決裁及び専決事項 

会計管理者 

決 裁 事 項 

会計管理課長専決事項 

  
１ 略 

２ この規則に基づく次の事務 

(1) 略 

(2) 徴収又は

収納事務を

受託した指

定公金事務

取扱者の検

査の実施 

(3) 支出事務

を受託した

指定公金事

務取扱者の

検査の実施 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

  
 ２・３ 略 

のの事

案の決

定に限

る。） 

    略 

 ３・４ 略 

５ 委任事務に関する特定専決事項 

公 所 専 決 権 者 専決事項 

略 

農業試験場ああ 

あああああああ 

略 

略 

 

別表第５（第７条関係） 

 １ 会計局における決裁及び専決事項 

会計管理者 

決 裁 事 項 

会計管理課長専決事項 

  
１ 略 

２ この規則に基づく次の事務 

(1) 略 

(2) 徴収又は

収納事務の

受託者ああ

あああああ

あああの検

査の実施 

(3) 支出事務

の受託者あ

あああああ

ああああの

検査の実施 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

  
 ２・３ 略 
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  附 則                                           

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

２ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条の規定によりなお従前の

例により公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせる者に対する改正後の栃木県財務規則第

53条、第54条、第54条の２、第91条、第91条の２及び別表第５の規定の適用については、令和８年３月31

日までの間は、なお従前の例による。 

                                     
（会計局会計管理課）                               

のの事

案の決

定に限

る。） 

    略 

 ３・４ 略 

 ５ 委任事務に関する特定専決事項 

公 所 専 決 権 者 専決事項 

略 

農業総合研究セ 

ンターああああ 

略 

略 

 

別表第５（第７条関係） 

 １ 会計局における決裁及び専決事項 

会計管理者 

決 裁 事 項 

会計管理課長専決事項 

  
１ 略 

２ この規則に基づく次の事務 

(1) 略 

(2) 徴収又は

収納事務を

受託した指

定公金事務

取扱者の検

査の実施 

(3) 支出事務

を受託した

指定公金事

務取扱者の

検査の実施 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

  
 ２・３ 略 

のの事

案の決

定に限

る。） 

    略 

 ３・４ 略 

５ 委任事務に関する特定専決事項 

公 所 専 決 権 者 専決事項 

略 

農業試験場ああ 

あああああああ 

略 

略 

 

別表第５（第７条関係） 

 １ 会計局における決裁及び専決事項 

会計管理者 

決 裁 事 項 

会計管理課長専決事項 

  
１ 略 

２ この規則に基づく次の事務 

(1) 略 

(2) 徴収又は

収納事務の

受託者ああ

あああああ

あああの検

査の実施 

(3) 支出事務

の受託者あ

あああああ

ああああの

検査の実施 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

  
 ２・３ 略 
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○栃木県公営企業財務規程の一部改正 

 

栃木県公営企業管理規程第３号                                         

栃木県公営企業財務規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。               

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一 

栃木県公営企業財務規程の一部を改正する管理規程                       

 栃木県公営企業財務規程（昭和31年栃木県電気事業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。       

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

 （徴収又は収納の委託） 

第29条の２ 地方公営企業法（昭和27年法律第292

号。以下「法」という。）第33条の２において準

用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２第１項の規定により 公金の徴収又は収納

の事務の委託を受けた者（以下「収入受託者」と

いう。）は、その徴収し、又は収納した収入金を

現金払込書により、速やかに出納取扱金融機関に

払い込まなければならない。この場合において、

収入受託者は、その徴収し、又は収納した収入の

内容を示す計算書を添付しなければならない。 

 

 （口座振替） 

第37条の２ 出納員は、債権者の申出により預金口

座への振替の方法により支払をしようとするとき

は、出納取扱金融機関に対し、出納取扱金融機関

を受取人とする小切手を振り出し、若しくは支払

資金の交付に関する通知書を交付し、及び振替依

頼書を交付し、又は小切手若しくは当該通知書及

び振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。以下同じ。）を送信し、出

納取扱金融機関をして振り替えさせるものとす

る。 

２～４ 略 

 

（出納取扱金融機関の担保） 

第59条の３ 令第22条の３第２項の規定により出納

取扱金融機関が提供する担保の額は、5,000万円

とし、現金又は国債、 栃木県債その他管理者の

権限を行う知事が適当と認めた有価証券をもって

しなければならない。 

２ 前項の担保を受け入れするときは、第50条から

第52条までの規定に準じて整理するものとする。 

 

 （契約の締結） 

第127条1課所長は、契約を締結しようとするとき

 （徴収又は収納の委託） 

第29条の２ 地方公営企業法（昭和27年法律第292

号。以下「法」という。）第33条の２において準

用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２第１項の規定により、公金の徴収又は収納

の事務の委託を受けた者（以下「収入受託者」と

いう。）は、その徴収し、又は収納した収入金を

現金払込書により、速やかに出納取扱金融機関に

払い込まなければならない。この場合において、

収入受託者は、その徴収し、又は収納した収入の

内容を示す計算書を添付しなければならない。 

 

 （口座振替） 

第37条の２ 出納員は、債権者の申出により預金口

座への振替の方法により支払をしようとするとき

は、出納取扱金融機関に対し、出納取扱金融機関

を受取人とする小切手を振り出し、若しくは支払

資金の交付に関する通知書を交付し、及び振替依

頼書を交付し、又は小切手若しくは当該通知書及

び振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう     。）を送信し、出

納取扱金融機関をして振り替えさせるものとす

る。 

２～４ 略 

 

 （出納取扱金融機関の担保） 

第59条の３ 令第22条の３第２項の規定により出納

取扱金融機関が提供する担保の額は、5,000万円

とし、    国債又は栃木県債その他管理者の

権限を行う知事が適当と認めた有価証券をもって

しなければならない。 

２ 前項の担保を受け入れするときは、第51条及び

第52条  の規定に準じて整理するものとする。 

 

 （契約の締結） 

第127条1課所長は、契約を締結しようとするとき
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○栃木県公営企業財務規程の一部改正 

 

栃木県公営企業管理規程第３号                                         

栃木県公営企業財務規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。               

令和６年３月29日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一 

栃木県公営企業財務規程の一部を改正する管理規程                       

 栃木県公営企業財務規程（昭和31年栃木県電気事業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。       

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

 （徴収又は収納の委託） 

第29条の２ 地方公営企業法（昭和27年法律第292

号。以下「法」という。）第33条の２において準

用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２第１項の規定により 公金の徴収又は収納

の事務の委託を受けた者（以下「収入受託者」と

いう。）は、その徴収し、又は収納した収入金を

現金払込書により、速やかに出納取扱金融機関に

払い込まなければならない。この場合において、

収入受託者は、その徴収し、又は収納した収入の

内容を示す計算書を添付しなければならない。 

 

 （口座振替） 

第37条の２ 出納員は、債権者の申出により預金口

座への振替の方法により支払をしようとするとき

は、出納取扱金融機関に対し、出納取扱金融機関

を受取人とする小切手を振り出し、若しくは支払

資金の交付に関する通知書を交付し、及び振替依

頼書を交付し、又は小切手若しくは当該通知書及

び振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。以下同じ。）を送信し、出

納取扱金融機関をして振り替えさせるものとす

る。 

２～４ 略 

 

（出納取扱金融機関の担保） 

第59条の３ 令第22条の３第２項の規定により出納

取扱金融機関が提供する担保の額は、5,000万円

とし、現金又は国債、 栃木県債その他管理者の

権限を行う知事が適当と認めた有価証券をもって

しなければならない。 

２ 前項の担保を受け入れするときは、第50条から

第52条までの規定に準じて整理するものとする。 

 

 （契約の締結） 

第127条1課所長は、契約を締結しようとするとき

 （徴収又は収納の委託） 

第29条の２ 地方公営企業法（昭和27年法律第292

号。以下「法」という。）第33条の２において準

用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２第１項の規定により、公金の徴収又は収納

の事務の委託を受けた者（以下「収入受託者」と

いう。）は、その徴収し、又は収納した収入金を

現金払込書により、速やかに出納取扱金融機関に

払い込まなければならない。この場合において、

収入受託者は、その徴収し、又は収納した収入の

内容を示す計算書を添付しなければならない。 

 

 （口座振替） 

第37条の２ 出納員は、債権者の申出により預金口

座への振替の方法により支払をしようとするとき

は、出納取扱金融機関に対し、出納取扱金融機関

を受取人とする小切手を振り出し、若しくは支払

資金の交付に関する通知書を交付し、及び振替依

頼書を交付し、又は小切手若しくは当該通知書及

び振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう     。）を送信し、出

納取扱金融機関をして振り替えさせるものとす

る。 

２～４ 略 

 

 （出納取扱金融機関の担保） 

第59条の３ 令第22条の３第２項の規定により出納

取扱金融機関が提供する担保の額は、5,000万円

とし、    国債又は栃木県債その他管理者の

権限を行う知事が適当と認めた有価証券をもって

しなければならない。 

２ 前項の担保を受け入れするときは、第51条及び

第52条  の規定に準じて整理するものとする。 

 

 （契約の締結） 

第127条1課所長は、契約を締結しようとするとき

- 2 - 

 

   附 則                                            

この管理規程は、令和６年４月１日から施行する。 

（経営企画課）                                

  

 

は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した契約

書又は電磁的記録（以下「契約書等」という。）

を作成しなければならない。ただし、契約の性質

又は目的により必要のない事項については、記載

又は記録を省略することができる。 

 (1)～(11) 略 

 

 （契約書等の作成の省略） 

第129条1課所長は、第127条の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書等

の作成を省略することができる。この場合におい

て見積書又は相手方の請書その他必要な書類を徴

しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5)1その他特に契約書等を必要としない軽易な契

約をするとき。 

 

 （契約保証金） 

第130条1略 

２・３ 略 

４ 前項の書面の提出（第43条第４号の保証事業会

社の保証を保証金に代わる担保として提供させる

場合に限る。）については、当該書面の提出に代

えて電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て別に定める措置を講じたものをいう。）をもっ

て行わせることができる。この場合においては、

当該書面により提出が行われたものとみなす。 

５ 略 

は、次に掲げる事項を記載した契約書又は電磁的

記録（以下「契約書等      」という。）

を作成しなければならない。ただし、契約の性質

又は目的により必要のない事項については、記載

ああああを省略することができる。 

 (1)～(11) 略 

 

 （契約書の作成の省略） 

第129条1課所長は、第127条の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書あ

の作成を省略することができる。この場合におい

て見積書又は相手方の請書その他必要な書類を徴

しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5)1その他特に契約書あを必要としない軽易な契

約をするとき。 

 

 （契約保証金） 

第130条1略 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 


